
広報あさか�広報あさか� No.809No.809
表紙の写真

目次 ＣＯＮＴＥＮＴＳ

２　児童手当・児童扶養手当の制度が変わります
３　滞納は放置せず相談を！
４　令和５年度（2023年度）一般会計決算概要
６　�令和５年度（2023年度）朝霞市水道事業・下水道
事業会計決算概要

７　�アサカストリートテラス2024を開催します！、
10月は「里親月間」です

８　�保育園等・認定こども園・放課後児童クラブの令
和７年４月からの入所申請を受け付けます！

10　�高齢者新型コロナウイルスと高齢者インフルエン
ザの予防接種のお知らせ

11　�市長コラム、運転免許自主返納啓発
事業を実施しています！

12　情報ＢＯＸ
25　ようこそ！あさかの生涯学習へ
30　わたくしたちの健康
31　みんなすこやか、市民伝言板
32　ＰＨＯＴＯ　ＮＥＷＳ

朝霞市キャラクター
ぽぽたん

9月2日㈪に、パリ2024オリンピック競技大会に出場した、自衛隊体育学校
の選手の皆さんから表敬訪問があり、各選手の大会でのエピソードをお話しい
ただきました。選手の皆さん、オリンピックへの出場、おめでとうございます。

児童手当制度が、令和6年10月分（12月支給分）から変わります。

【手続きが必要かどうかご確認ください】

　養育している児童が高校生年代〜大学生年代の方など、申請が必要な方には、８月末に対象者の方にご案内して
います。現在、児童手当・特例給付を受給している方には、10月の支払通知の際にご案内予定です。

　令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が
引き上げられます。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

児童手当制度

児童扶養手当制度

児童手当・児童扶養手当の制度が変わります

制度改正に伴う手続き方法

児童扶養手当制度が変わります

児童の数
改正前（令和６年９月まで） 改正後（令和６年10月以降）

第１・２子 第３子以降 第１・２子 第３子以降

所得制限
あり

所得制限限度額以上は特例給付（5,000円）
支給か、不支給

なし

３歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
小学生年代（～12歳の年度末まで） 10,000円 15,000円 10,000円 30,000円
中学生年代（～15歳の年度末まで） 10,000円 10,000円 30,000円
高校生年代（～18歳の年度末まで） 算定対象のみ 10,000円 30,000円
大学生年代（～22歳の年度末まで） ― 算定対象のみ

支払回数 年３回（２月、６月、10月） 年６回（偶数月）

朝霞市から児童手
当または特例給付
を受給している

子どもを３人以上
養育している

公務員である

「監護相当・生計費負担についての
確認書」を提出してください

「児童手当認定請求書」を提出してく
ださい

原則、手続きは不要です

通知等を送付することができないた
め、こども未来課へご連絡ください

大学生年代の子どもが
いる

勤務先で手続きしてく
ださい

原則、手続きは不要です

子どもと同居している
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問／こども未来課　☎463-2834
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